










評価 配点

20点

10点

不適

評価 配点

◇留意事

評価 配点

（注１）技術評価点は、上記技術評価項目及び評価基準に基づく評価点（満点100点）に60/100を乗じて、小数点第4位以下を切り捨てた値とする。

不適

手持ち業務量は、審査基準日の時点で契約中の業務のみとする。ただしＮＥＸＣＯ東日本が発注した調査等において、余裕期間制度を適用した契約業務については、受注者が
設定した余裕期間内は手持ち業務に含めない。

業務実施体
制

業務実施体制の妥当性

次の基準で評価する。
評価基準

以下のいずれかに該当する場合には評価しない。
①再委任の内容が主たる部分［共通仕様書1-19-1］若しくは秘密の保
持［共通仕様書1-50-12］（※調査等共通仕様書を適用する場合）/
［共通仕様書1-48-12］（※施設工事調査等共通仕様書を適用する場
合）に係る場合。
②業務の分担構成が不明瞭、又は不自然である場合。

いずれも該当しない 適

-

いずれかに該当する

配置予定管理技術者の手
持ち業務件数

次の基準で評価する。
評価基準

配置予定管理技術者が、次に該当する場合は選定（評価）しない。
①1件500万円以上の管理技術者又は担当技術者として従事している手持ち業務につ
いて契約件数が10件以上
　なお、手持ち業務に「低入札価格調査対象業務」がある場合の①の件数は5件以上と
する。

①に該当しない 適

-

①に該当する 不適

配置予定管
理技術者の
経験及び能

力

成績等

配置予定管
理技術者の
同種業務の

成績

次の基準で評価する。
評価基準 配点

評価点＝配点×係数ａ×（同種業務実績の技術者評定点－70）/20
※技術者評定点が90点以上の場合、技術者評定点を90点とする。
※評価点の算定値は小数第4位以下を切り捨てととする。

10点

係数ａ：同種業務の発注機関及び受渡し時期

　　　　　　　　　　　　　　　　受渡し時
期

　発注機関

同種業務実績が国土交通省の発
注業務

0.50 0.25 0.12

上記に該当しない 0.00

同種業務実績の受渡しが令和3
年4月1日以降である場合

同種業務実績の受渡しが平成31
年4月1日から令和3年3月31日ま
での間の場合

同種業務実績の受渡しが平成26
年4月1日から平成31年3月31日
までの間の場合

同種業務実績がNEXCO東日本、
NEXCO中日本又はNEXCO西日
本の発注業務

1.00 0.50 0.25

資格・実績等

配置予定管
理技術者の
同種業務の

実績

次の基準で評価する。
評価基準 配点

評価点＝配点×係数ａ

20点

係数ａ：同種業務の発注機関及び受渡し時期

　　　　　　　　　　　　　　　　受渡し時
期
　
発注機関

同種業務実績が国土交通省、首都
高速道路株式会社、本州四国連
絡高速道路株式会社又は阪神高
速道路株式会社の発注業務

0.50 0.25 0.12

上記に該当しない 0.00

同種業務実績の受渡しが令和3
年4月1日以降である場合

同種業務実績の受渡しが平成31
年4月1日から令和3年3月31日ま
での間の場合

同種業務実績の受渡しが平成26
年4月1日から平成31年3月31日
までの間の場合

同種業務実績がNEXCO東日本、
NEXCO中日本又はNEXCO西日
本の発注業務

1.00 0.50 0.25

資格・実績等
配置予定管
理技術者の
技術者資格

次の基準で評価する。
評価基準

技術部門・科目・種類に応じ評価する。

外国資格を有する技術者を予定する場合は、あらかじめ技術士相当
又はRCCM相当と旧建設大臣認定又は国土交通大臣認定を受けてい
る者を評価する。

①競争参加資格要件等一覧表に記載する「競争参加要件_予定管理
技術者に求める事項_技術者資格」の1～3に該当する

20点
②競争参加資格要件等一覧表に記載する「競争参加要件_予定管理
技術者に求める事項_技術者資格」の4～7に該当する

③上記に該当しない


